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平成２４年５月２４日 

 健康福祉委員会委員 様

川崎市病院局長

１ 川崎病院自動販売機設置使用料に係る業務上横領事件について、次のとお

り判決がありましたので、お知らせします。

被告人

罪名

裁判所

判決宣告年月日

判決主文

起訴事実（要旨）

論告求刑

元・川崎病院事務局庶務課 臨時的任用職員

業務上横領

横浜地方裁判所川崎支部

平成２４年５月２４日

懲役１年６箇月の実刑（６０日を未決算入）

平成１８年１２月２５日頃から平成２０年５月１５日頃

までの間、前後３７回にわたり、川崎病院内において、自

動販売機設置手数料として業務上預かった現金１５２万３

４３２円を自己の用途に費消する目的で、着服して横領し

たもの

懲役２年の実刑（論告求刑年月日 平成２４年４月１２日）

２ 被害弁償について

刑事裁判の過程において、被告人からの被害弁償の機会を探っていました

が、被害弁償には至りませんでした。今後は、被告人の状況を勘案しながら、

被告人に対して被害弁償を求めてまいります。

３ 管理監督職員に対する懲戒処分

厳正な処分に向けて、速やかに対応してまいります。

病院局総務部庶務課

電話 ２００－３８３４

資料 １
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川崎病院における自動販売機設置使用料の業務上横領事件について 

１ 事件発覚の経過 

・平成２２年１２月１日から平成２３年３月２４日までに行われた平成２２

年度第２回定期監査において、監査委員から過年度分の未収金のうち経過

等を把握していない事例について詳細の把握と適切な対応を求められた。 

・病院局で調査を行った結果、平成１８年１１月から平成２０年４月までの

期間において、川崎病院に設置を許可した自動販売機の設置業者から徴収

した使用料の一部である３，４７９，１０６円が、病院事業会計に収納さ

れていないことが判明した。 

２ 事件の概要 

・当時、川崎病院は、１０社に対して自動販売機の設置を許可していた。業

者が川崎病院に支払う使用料の納付方法は、３種類あり、６社は現金、２

社は小切手、残りの２社は銀行振込となっていた。 

・納付方法が小切手と銀行振込の業者からの使用料については、全て病院事

業会計の口座に収納されていたが、納付方法が現金である６社の使用料に

ついては、一部を除いて、平成１８年１１月分から平成２０年４月分まで

の額が、業者から川崎病院には渡されていたものの、全て病院事業会計の

口座に収納されていなかった。 

・関係職員へのヒアリングを含む調査の結果、事件の可能性が高いものと判

断し、平成２３年４月４日に川崎警察署に状況を説明し、相談した。 

・平成２３年４月１１日に議会報告及び報道発表を行った。 

３ 病院局の対応 

（１）内部調査の実施 

川崎市病院局企業職員不祥事防止委員会において、自動販売機の設置業

者から徴収した使用料の一部が、未収金に至った真相を解明する役割を担

った。 

＊川崎市病院局企業職員不祥事防止委員会 

委員長  病院局長 

副委員長 病院局総務部長 

委員   川崎病院事務局長、川崎病院事務局庶務課長

病院局総務部庶務課長

開催日  平成２３年４月２１日、５月１０日、５月２５日

関係職員へのヒアリングなどを通じて、被告訴人を特定した。

（２）再発防止策の検討

川崎市病院局会計管理事務改善委員会を設けて、病院局における会計事

資料 ２
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務の改善策を検討した。

＊川崎市病院局会計管理事務改善委員会

委員長 病院局長

委員  病院局  総務部長、経営企画室長

         川崎病院 副院長、事務局長

井田病院 副院長、事務局長

開催日 ４月２０日、８月２６日

＊実務面をサポートするため、経営企画室長を幹事長とし、課長、係長

クラスを幹事とする幹事会を設置した。

     開催日 ４月２０日、５月１１日、６月１４日、７月２６日、

８月２６日

金銭取扱業務の改善策を決定し、病院局会計管理事務マニュアルを策

定した。

４ 川崎警察署長宛てに刑事告訴 

（１）告訴日

平成２３年８月２５日

（２）被告訴人

   川崎病院事務局庶務課 臨時的任用職員

（３）罪名 

   業務上横領

（４）告訴金額

１，５２３，４３２円

（被害総額３，４７９，１０６円のうち、業務上横領として把握した額）

５ 川崎警察署による逮捕 

平成２４年１月２６日、被告訴人を業務上横領容疑で逮捕

６ 横浜地方検察庁川崎支部による起訴 

２月１５日に被疑者を業務上横領罪で起訴（告訴金額のうち、２２６，１

２４円分）、３月２１日に追起訴（告訴金額のうち、残り１，２９７，３０８

円分）

７ 横浜地方裁判所川崎支部における裁判 

（１）第１回公判 ４月１２日

   被告人は、起訴内容を認めた。論告求刑 懲役２年の実刑

（２）第２回公判 ５月２４日

懲役１年６か月の実刑判決（６０日を未決算入）


